
千葉県警察

NO!

酒酔い運転 酒気帯び運転

５年以下の拘禁刑または
１００万円以下の罰金

「酒酔い」とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれのある状態をいいます

３年以下の拘禁刑または
５０万円以下の罰金



飲酒運転は
絶対しない、させない、許さない

車両の提供 車両に同乗

運転者が酒酔い

５年以下の拘禁刑または

１００万円以下の罰金

運転者が酒気帯び

３年以下の拘禁刑または

５０万円以下の罰金

飲酒運転の末路
５つの実話
５つの後悔

それでも、飲酒運転をしますか?

千葉県警察
ホームページで

読む

千葉県警察公式
YouTubeチャンネルで

観る

YouTubeチャンネルは、Google LLCのサービスを利用の下、千葉県警察本部総務部広報県民課が運用しています（アドレスは令和7年８月時点のものです）

酒類の提供

運転者が酒酔い

３年以下の拘禁刑または

５０万円以下の罰金

運転者が酒気帯び

２年以下の拘禁刑または

３０万円以下の罰金

運転者が酒酔い

３年以下の拘禁刑または

５０万円以下の罰金

運転者が酒気帯び

２年以下の拘禁刑または

３０万円以下の罰金


